
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1 - 低所得世帯支援等給付事業

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　1,681世帯×30千
円、子ども加算　113人×20千円、、定額減税を補足する給
付（うち不足額給付）の対象者　1,023人　(20,230千円）
のうちR7計画分
事務費　1,563千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　人件費　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1,681世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（1,023人）

R7.2 R7.11

5
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

物価高騰支援地域通貨発行事業

①物価高騰の影響を受けた町民や事業者を支えるため「と
うやコイン」のシステム使用し地域通貨を給付することで、
とうやコインの普及促進を行うと共に、食糧費費高騰等に
伴う家計負担の軽減支援及び町内店舗の利用促進に繋
げ、地域経済の活性化を図る。
②地域通貨給付費及び給付に係る事務費
１人あたり5,000円分の地域通貨の付与
③地域通貨給付費（1,000人分)）5,000千円（5,000円×
1,000件）、
事務費として6,604千円（職員時間外100千円、需用費972
千円、役務費2,232千円、システム構築委託料3,300千円)
④洞爺湖町民　7,822人(R7.4月末人口)、 町内事業者

R8.1 R8.4以降
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6
③消費下支え等を通
じた生活者支援

プレミアム地域通貨発行事業

①物価高騰の影響を受けた町民や事業者を支えるため、
プレミア付き商品券をR7.1月より運用開始となる「とうやコイ
ン」のシステム使用し発行することで、とうやコインの普及
促進を行うと共に、家計負担の軽減及び町内店舗の利用
促進に繋げ、地域経済の活性化を図る。
②商品券のプレミア分及び発行に係る事務費
5,000円分のチャージで10,000とうやえーるコインを発行
（プレミア率100％、6,382件(R7年度実績)）※１アカウント2
回購入可
③商品券発行経費（プレミアム分6,000件）30,000円（5,000
円×6,000件）、換金見込 29,385,990円
事務費として4,170千円（人件費（会計年度任用職員）3,129
千円、職員時間外208千円、需用費333千円、役務費500千
円等含む)
④洞爺湖町民　7,822人(R7.4月末人口)、 町内事業者

R7.4 R8.3

7

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費支援事業(R7予備費分)

①小・中学校給食賄い材料に対し、物価高騰に伴う購入費
を補助することにより、子育て世帯の負担を軽減するととも
に給食の質と量の維持を行い児童・生徒の平均栄養摂取
量を確保する。
②(9月～3月分）保護者負担分給食費小学校260円/食、中
学校300円/食を補助する経費。
③9月～3月分小学校 260円×21,915食＝5,697,900円
　　　　　　　　　 中学校 300円×10,215食＝3,064,500円
④学校給食の提供を受けている町内小・中学校、高校の
児童・生徒(教職員は除く）

R7.9 R8.3
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8
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

学校給食費支援事業(R7補正分)

①小・中学校給食賄い材料に対し、物価高騰に伴う購入費
を補助することにより、子育て世帯の負担を軽減するととも
に給食の質と量の維持を行い児童・生徒の平均栄養摂取
量を確保する。
②(9月～3月分）保護者負担分給食費小学校260円/食、中
学校300円/食を補助する経費。
③上記No7事業と同事業。R7予備費分にて充当しきれない
経費について、R7補正分より充当。
　　9月～3月分小学校 260円×21,915食＝5,697,900円
　　　　　　　　　 中学校 300円×10,215食＝3,064,500円
④学校給食の提供を受けている町内小・中学校、高校の
児童・生徒(教職員は除く）

R7.9 R8.3

9
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

学校給食会計補助事業

①小・中学校給食賄い材料に対し、物価高騰に伴う購入費
を補助することにより、子育て世帯の負担を軽減するととも
に給食の質と量の維持を行い児童・生徒の平均栄養摂取
量を確保する。
②学校給食賄い材料費小学校100円/食、中学校・高校100
円/食を補助する経費。
③(4月～3月分）小学校 100円×47,524食＝4,752,400円
　　　　　　　　　　中学校・高校 100円×26,314食＝2,631,400
円
④学校給食の提供を受けている町内小・中学校、高校の
児童・生徒(教職員は除く）

R7.4 R8.3
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④消費下支え等を通
じた生活者支援

生活者支援給付金事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
町民の皆様へ現金給付を実施することで、生活・暮らしの
支援に繋げる。
②１世帯あたり20,000円の現金給付に係る経費。
③現金20,000円給付×4,400世帯＝88,000千円
　事務費として2,983千円（人件費（会計年度任用職員）148
千円、職
　員時間外等375千円、需用費407千円、役務費2,053千
円）
④令和8年1月1日現在で住民登録がある全世帯
　1世帯あたり20,000円

R8.1 R8.4以降


